
 

 

令 和 元 年 第 2 回 さ く ら 市 議 会 

定 例 会 提 案 理 由 説 明 書 
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議案第 7 号は、さくら市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する条例の一部改正についてであります。  

本案は、放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基

準の一部を改正する厚生労働省令の施行に伴い、放課後児童支

援員認定資格研修について、指定都市の長も実施できることと

することにより、支援員の確保を図るため、所要の改正を行う

ものであります。  

 

 

議案第 8 号は、さくら市準用河川占用料条例の一部改正につ

いてであります。  

本案は、消費税率の改正に伴い、流水占用料等を改定する必

要があるため、所要の改正を行うものであります。  

 

 

議案第 9 号は、さくら市水道法施行条例の一部改正について

であります。 

本案は、学校教育法の一部を改正する法律等の施行及び水道

法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、布設工事監督
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